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第

十

七

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

三

十

年

二

月

二

十

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見 
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江

戸

川

区

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

 

 
（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

江

戸

川

区

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

（

以

下

「

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

」

と

い

う

。

）

の

設

置

及

び

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

設

置

）
 

第

二

条

 

発

達

障

害

（

発

達

障

害

者

支

援

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

六

十

七

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

発

達

障

害

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

又

は

そ

の

疑

い

の

あ

る

者

（

以

下

「

発

達

障

害

者

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

自

立

及

び

社

会

参

加

に

資

す

る

よ

う

生

活

全

般

に

わ

た

る

支

援

を

行

い

、

並

び

に

障

害

児

（

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

四

条

第

二

項

に

規

定

す

る

障

害

児

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

に

対

し

、

そ

の

保

護

者

（

親

権

を

行

う

者

、

未

成

年

後

見

人

そ

の

他

の

者

で

、

障

害

児

を

現

に

監

護

す

る

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

下

か

ら

通

わ

せ

、

適

切

に

保

護

す

る

と

と

も

に

、

自

立

に

必

要

な

指

導

及

び

訓

練

を

行

い

、

も

っ

て

発

達

障

害

者

及

び

障

害

児

の

福

祉

の

向

上

を

図

る

た

め

、

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

を

次

の

と

お

り

設

置

す

る

。

 

 
 

 

名

称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

位

置

 

江

戸

川

区

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

 
江

戸

川

区

平

井

四

丁

目

一

番

二

九

号

 

 

（

事

業

）

 

第

三

条

 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

は

、

前

条

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

発

達

障

害

の

相

談

及

び

支

援

に

関

す

る

事

業

（

以

下

「

発

達

障

害

相

談

事

業

」

と

い

う

。

）

並

び

に

法

） 
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第

四

十

三

条

第

一

号

に

規

定

す

る

福

祉

型

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

が

提

供

す

る

支

援

を

行

う

事

業

（

以

下

「

児

童

発

達

支

援

事

業

」

と

い

う

。

）

を

行

う

。

 
２

 
発

達

障

害

相

談

事

業

と

は

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

い

う

。

 

 

一

 
発

達

障

害

の

相

談

及

び

支

援

を

行

う

事

業

 

二

 

発

達

障

害

に

関

す

る

知

識

の

普

及

及

び

啓

発

を

行

う

事

業

 

三

 

法

第

三

十

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

保

育

所

、

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

七

十

七

号

）

第

二

条

第

六

項

に

規

定

す

る

認

定

こ

ど

も

園

、

法

第

六

条

の

三

第

十

項

に

規

定

す

る

小

規

模

保

育

事

業

、

法

第

六

条

の

三

第

十

二

項

に

規

定

す

る

事

業

所

内

保

育

事

業

、

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

に

規

定

す

る

幼

稚

園

、

小

学

校

及

び

中

学

校

そ

の

他

関

係

機

関

か

ら

の

発

達

障

害

に

関

す

る

相

談

に

つ

い

て

の

助

言

及

び

支

援

を

行

う

事

業

 

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

が

必

要

と

認

め

る

事

業

 

３

 

児

童

発

達

支

援

事

業

と

は

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

い

う

。

 

 

一

 

法

第

六

条

の

二

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

児

童

発

達

支

援

を

行

う

事

業

 

二

 

法

第

六

条

の

二

の

二

第

六

項

に

規

定

す

る

保

育

所

等

訪

問

支

援

を

行

う

事

業

 

三

 

法

第

六

条

の

二

の

二

第

七

項

に

規

定

す

る

障

害

児

相

談

支

援

事

業

 

四

 

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

（

平

成

十

七

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

障

害

者

総

合

支

援

法

」

と

い

う

。

）

第

五

条

第

十

八

項
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に

規

定

す

る

特

定

相

談

支

援

事

業

 

 
（

利

用

で

き

る

者

）

 
第

四

条
 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

者

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

 

一

 

前

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

事

業

 

江

戸

川

区

内

（

以

下

「

区

内

」

と

い

う

。

）

に

住

所

を

有

す

る

者

 

二

 

前

条

第

三

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

事

業

 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

で

あ

っ

て

、

そ

の

保

護

者

が

法

第

二

十

一

条

の

五

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

通

所

給

付

決

定

を

受

け

て

い

る

も

の

 

三

 

前

条

第

三

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

業

 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

で

あ

っ

て

、

そ

の

保

護

者

が

法

第

二

十

四

条

の

二

十

六

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

障

害

児

相

談

支

援

給

付

費

の

支

給

を

受

け

て

い

る

も

の

 

四

 

前

条

第

三

項

第

四

号

に

掲

げ

る

事

業
 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

障

害

児

で

あ

っ

て

、

そ

の

保

護

者

が

障

害

者

総

合

支

援

法

第

五

十

一

条

の

十

七

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

計

画

相

談

支

援

給

付

費

の

支

給

を

受

け

て

い

る

も

の

 

 

（

利

用

手

続

等

）

 

第

五

条

 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

（

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

児

童

発

達

支

援

事

業

を

利

用

し

よ

う

と

す

る

者

に

限

る

。

）

の

保

護

者

は

、

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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２

 

区

長

は

、

前

項

の

利

用

の

承

認

に

際

し

、

管

理

上

必

要

な

条

件

を

付

す

こ

と

が

で

き

る

。

 

３
 

区

長

は

、

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

利

用

に

つ

い

て

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

し

な

い

。

 

一

 
発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

利

用

の

承

認

を

受

け

た

者

が

定

員

に

達

し

た

と

き

。

 

二

 

秩

序

を

乱

す

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

 

三

 

そ

の

他

管

理

上

支

障

が

あ

る

と

き

。

 

（

使

用

料

）

 

第

六

条

 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

を

利

用

す

る

者

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

事

業

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

掲

げ

る

額

を

使

用

料

と

し

て

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一

 

第

三

条

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

事

業

 

無

料

 

二

 

第

三

条

第

三

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

掲

げ

る

事

業

 

法

第

二

十

一

条

の

五

の

三

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

 

三

 

第

三

条

第

三

項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

業
 

法

第

二

十

四

条

の

二

十

六

第

二

項

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

 

四

 

第

三

条

第

三

項

第

四

号

に

掲

げ

る

事

業

 
障

害

者

総

合

支

援

法

第

五

十

一

条

の

十

七

第

二

項

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

基

準

に

よ

り

算

定

し

た

費

用

の

額

 

２

 

前

項

第

二

号

か

ら

第

四

号

ま

で

に

規

定

す

る

使

用

料

は

、

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

と

い

う

。

）

で

定

め

る

期

日

ま

で

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

」 
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（

使

用

料

の

減

額

又

は

免

除

）

 

第

七

条

 

前

条

に

規

定

す

る

使

用

料

は

、

区

長

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

使

用

料

の

不

還

付

）

 

第

八

条

 
既

に

納

付

し

た

使

用

料

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

承

認

の

取

消

し

等

）

 

第

九

条

 

区

長

は

、

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

利

用

に

つ

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

の

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

利

用

を

制

限

し

、

若

し

く

は

停

止

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

こ

の

条

例

又

は

こ

の

条

例

に

基

づ

く

規

則

そ

の

他

の

規

程

に

違

反

し

た

と

き

。

 

二

 

利

用

目

的

又

は

利

用

条

件

に

違

反

し

た

と

き

。

 

三

 

災

害

そ

の

他

の

事

故

に

よ

り

、

施

設

の

利

用

が

で

き

な

く

な

っ

た

と

き

。

 

四

 

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

と

き

。

 

（

原

状

回

復

の

義

務

）

 

第

十

条

 

利

用

者

は

、

そ

の

利

用

が

終

わ

っ

た

と

き

又

は

前

条

の

規

定

に

よ

り

利

用

を

停

止

さ

れ

、

若

し

く

は

利

用

の

承

認

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

直

ち

に

施

設

を

原

状

に

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

利

用

者

が

前

項

の

義

務

を

履

行

し

な

い

と

き

は

、

区

長

が

執

行

し

、

そ

の

費

用

を

利

用

者
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か

ら

徴

収

す

る

。

 

（

利

用

権

の

譲

渡

等

の

禁

止

）

 
第

十

一

条

 

利

用

者

は

、

利

用

の

権

利

を

譲

渡

し

、

又

は

転

貸

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

損

害

賠

償

の

義

務

）

 

第

十

二

条

 
利

用

者

は

、

施

設

若

し

く

は

備

付

器

具

等

を

毀

損

し

、

又

は

滅

失

し

た

と

き

は

、

区

長

の

定

め

る

損

害

額

を

賠

償

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

賠

償

額

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

時

間

等

）

 

第

十

三

条

 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

利

用

時

間

及

び

休

業

日

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

（

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

管

理

）

 

第

十

四

条

 

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

管

理

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

、

区

長

が

指

定

す

る

者

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

行

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

指

定

管

理

者

が

行

う

業

務

）

 

第

十

五

条

 

指

定

管

理

者

は

、

次

に

掲

げ

る

業

務

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

一

 

第

三

条

に

規

定

す

る

事

業

の

実

施

に

関

す

る

こ

と

。

 

二

 

施

設

等

の

維

持

管

理

（

軽

微

な

修

繕

工

事

を

含

む

。

）

に

関

す

る

こ

と

。

 

三

 

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

業

務

 

（

指

定

管

理

者

の

指

定

等

）
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第

十

六

条

 

区

長

は

、

指

定

管

理

者

を

指

定

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

特

別

の

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

を

除

き

、

公

募

す

る

も

の

と

す

る

。

 
２

 
指

定

管

理

者

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

事

業

計

画

書

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

書

類

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

区

長

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

提

出

さ

れ

た

書

類

を

審

査

し

、

か

つ

、

実

績

等

を

考

慮

し

て

、

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

設

置

目

的

を

最

も

効

果

的

に

達

成

で

き

る

能

力

を

有

し

て

い

る

と

認

め

た

者

を

指

定

管

理

者

の

候

補

者

と

し

て

選

定

し

、

議

会

の

議

決

を

得

て

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

七

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

 

付

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

規

則

で

定

め

る

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

一

 

次

項

の

規

定

 

平

成

三

十

年

四

月

一

日

 

二

 

第

三

条

第

二

項

、

第

四

条

第

一

号

及

び

第

六

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

 

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日

 

（

準

備

行

為

）
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２

 

指

定

管

理

者

の

指

定

そ

の

他

指

定

の

た

め

に

必

要

な

準

備

及

び

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

利

用

手

続

そ

の

他

利

用

の

た

め

の

必

要

な

準

備

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

   

（

説

明

）

 

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

に

基

づ

く

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

の

機

能

を

有

す

る

江

戸

川

区

発

達

相

談

・

支

援

セ

ン

タ

ー

の

設

置

及

び

管

理

に

つ

い

て

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

  


